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19 危険物・保安関係 

ア 高圧ガス保安法関係 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①ＣＯ₂冷媒の

充填につい

て、高圧ガス

の製造及び

販売に係る

規制の緩和 

（経済産業省） 

ＣＯ₂冷媒充填装置を高圧ガス保安法の適用除

外とする代替措置について安全性を確認するた

めのデータが事業者から提示されることを前提

として、ＣＯ₂冷媒の充填にかかる規制の緩和を

検討し、結論を得る。 

計画・危

険ア① 

逐次実施 

 

 

イ 労働安全衛生法関係 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①余寿命予測

に基づく開

放検査周期

の設定 

（厚生労働省） 

 

 機器ごとの開放検査周期を最大４年と定めて

いる現状を改め、余寿命予測に基づき開放検査周

期を設定する等により、４年を超える連続運転を

可能とする。 

計画・危

険イ① 

措置済   

②防爆構造規

格の国際規

格との整合

化 

（厚生労働省） 

 

国内の防爆構造規格に最新のＩＥＣ規格を取

り入れるための所要の措置を講じる。 

計画・危

険イ② 

措置済   

③各種基準／

規格のｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

化の推進 

（厚生労働省） 

 

ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準

に規定されている溶接施行法試験について、ボイ

ラーへの適用を含めてＪＩＳを引用する方向で

検討し、検討結果を踏まえて、引き続き措置する。

計画・危

険イ③ 

措置済   
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ウ 消防法関係 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①危険物施設

の保安検査 

（総務省） 

 「危険物保安に係る技術基準の性能規定化に関

する調査検討会」における検討結果を踏まえ、危

険物施設の保安検査に当たって適用される基準

を含む危険物規制に関する技術基準のうち、可能

なものについての性能規定化を検討し、所要の措

置を講ずる。 

計画・危

険ウ① 

逐次措置 

 

②余寿命予測

に基づく開

放検査周期

の設定 

（総務省） 

屋外タンクの開放検査周期について、事業者か

らのデータの提供を受け、更なる開放検査周期の

延長を検討する。 

計画・危

険ウ② 

平成 19

年度を

目途に

検討・結

論、引き

続き措

置 

  

③大容量泡放

射システム

の性能規定

化 

（総務省） 

大容量泡放射システムの導入を促進するため、

大容量泡放射システムに対応できる性能規定を

策定する。 

 

計画・危

険ウ③ 

措置済   

④安全弁の分

解検査周期

の見直し 

（総務省） 

消防法及び高圧ガス保安法の両方が適用され

る安全弁の定期点検の方法については、消防庁に

おいて、実態を把握した上で、安全性の確保を前

提に検討し、検討結果を踏まえて引き続き措置す

る。 

計画・危

険ウ④ 

一部措

置済 
引き続

き検討 

措置 

⑤引火性液体

を輸送する

際の輸送基

準の緩和 

（総務省） 

ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において

引火点が200度以上250度未満の第四石油類をフ

レキシブルコンテナで輸送可能とする方向で検

討し、平成19年度中できるだけ早期に結論・措置

する。 

計画・危

険ウ⑤ 

措置済   
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エ その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①許認可事務

手続きの簡

素化・検査方

法の合理化 

（経済産業省、

総務省） 

許認可手続きの簡素化・検査方法の合理化につ

いては、「石油コンビナートに係る保安四法の合

理化・整合化促進に関する実務者検討委員会」に

おいて検討されたが、再度、経済産業省、消防庁

において、石油精製事業者を交えて検討し、更な

る合理化・簡素化について結論を得るとともに、

それについて、周知徹底を図る。 

計画・危

険エ① 

措置   

②高機能性化

学プラント

に対するレ

イアウト規

制の合理化 

（総務省、経済

産業省） 

 事業者から具体的な事業の提案及び関連する

データ等の提出がなされるならば、工場棟の建て

替えや石油コンビナート地区の再開発において、

多品種・少量生産プラント等の設置に関する施設

地区の区分、地区要件を緩和する。 

計画・危

険エ② 

逐次実施 

③危険物容器

検査方法の

見直し 

危険物の容器検査について、受検者側の意見を聴

取しつつ、一定条件を満たした受検者に対して負

担の軽減を図るため、検査方法の見直し等の措置

を講ずる。 

別表１－

４ 

平成20年中措置  

④コンビナー

ト事業所に

おける携帯

コンピュー

タの防爆認

定の緩和 

（厚生労働省） 

専門家による技術的検討結果を踏まえ、国内の防

爆構造規格に最新のIEC規格を取り入れるための

構造規格等の改正を平成19年度中を目途に講じ

ることとする。 

 

 

別表４－

987 

措置済   

⑤砂利採取業

者の登録申

請書の添付

書類の簡略

化 

（経済産業省） 

当該事項に係る都道府県への意見照会の結果を

踏まえ、都道府県の判断によって登録申請書への

添付書類を簡略化することが可能となるよう、平

成20年度上半期を目途に省令を改正する。 

 

 

別表４－

1140 

 平成 20

年度上

半期を

目途に

措置 

 

⑥採石業者の

登録申請書

の添付書類

の簡略化 

（経済産業省） 

当該事項に係る都道府県への意見照会の結果を

踏まえ、都道府県の判断によって登録申請書への

添付書類を簡略化することが可能となるよう、平

成20年度上半期を目途に省令を改正する。 

 

別表４－

1141 

 平成 20

年度上

半期を

目途に

措置 

 

 


